


　（歳入歳出予算の補正）

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 445,528 △ 16,520 429,008

1 445,528 △ 16,520 429,008

2 46 3 49

1 46 3 49

4 5,000 9,784 14,784

1 5,000 9,784 14,784

5 63 127 190

1 1 127 128

460,637 △ 6,606 454,031

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 449,556 △ 6,606 442,950

1 449,446 △ 6,606 442,840

460,637 △ 6,606 454,031

財産運用収入

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，６０６千円を減額し、歳入歳出予算の総額
　を歳入歳出それぞれ４５４，０３１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

款 項

　歳　入

分担金及び負担金

負担金

　歳　出

総務管理費

款 項

総務費

平成２６年度青森県後期高齢者医療広域連合
一般会計補正予算（第１号）

繰越金

歳 入 合 計

　平成２６年度青森県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ
ろによる。

繰越金

財産収入

諸収入

預金利子

歳 出 合 計



　（歳入歳出予算の補正）

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 23,793,480 5,660 23,799,140

1 23,793,480 5,660 23,799,140

2 53,361,947 122,799 53,484,746

1 37,069,668 1,293 37,070,961

2 16,292,279 121,506 16,413,785

3 12,690,821 430 12,691,251

1 12,690,820 430 12,691,250

4 60,749,531 1,681 60,751,212

1 60,749,531 1,681 60,751,212

6 1,199 918 2,117

1 1,199 918 2,117

7 3,236,050 855,184 4,091,234

1 280,036 △ 2,390 277,646

2 2,956,014 857,574 3,813,588

8 50,000 2,523,714 2,573,714

1 50,000 2,523,714 2,573,714

10 53,658 722 54,380

2 3,654 722 4,376

153,956,232 3,511,108 157,467,340

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 1,359,437 91,440 1,450,877

1 1,359,437 91,440 1,450,877

2 151,006,050 40,275 151,046,325

1 149,228,672 36,275 149,264,947

2 1,180,278 4,000 1,184,278

6 1,115,218 3,379,393 4,494,611

1 1,115,218 3,379,393 4,494,611

153,956,232 3,511,108 157,467,340歳 出 合 計

　歳　出

総務管理費

款 項

総務費

支払基金交付金

繰越金

諸支出金

市町村支出金

市町村負担金

一般会計繰入金

平成２６年度青森県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５１１，１０８千円を追加し、歳入歳出予算
　の総額を歳入歳出それぞれ１５７，４６７，３４０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

款 項

　歳　入

　平成２６年度青森県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次
に定めるところによる。

国庫支出金

国庫補助金

繰入金

基金繰入金

歳 入 合 計

繰越金

国庫負担金

県支出金

県負担金

支払基金交付金

財産収入

財産運用収入

諸収入

預金利子

高額療養諸費

償還金及び還付加算金

保険給付費

療養諸費


